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お問い合わせは、
（☎63・2051）まで。

総
務
政
策
課

お
知
ら
せ

空
き
家
解
体
の

　

廃
棄
物
処
理
費

�

補
助
事
業

　

長
く
空
き
家
と
な
っ
て
い
る
建
物

を
対
象
に
、解
体
・
撤
去
に
か
か
る

廃
棄
物
処
理
費
用
を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象

　
町
内
の
個
人
所
有
住
宅
で
空
き
家

の
解
体
お
よ
び
撤
去
に
要
す
る
廃
棄

物
処
理
費
用

【
補
助
要
件
】

① 

個
人
の
所
有
物
件
で
あ
り
、借
地

の
場
合
は
土
地
所
有
者
の
同
意
を

得
て
い
る
建
物
で
あ
る
こ
と

② 

解
体
撤
去
事
業
者
は
、町
内
業
者

で
あ
る
こ
と

③ 

公
的
補
償
費
の
対
象
家
屋
等
は
対

象
外
と
し
、か
つ
、関
連
又
は
重
複

す
る
補
助
が
な
い
こ
と

④ 

ア
パ
ー
ト
等
事
業
の
用
に
供
し
て

い
た
家
屋
等
で
な
い
こ
と

⑤ 

隠
居
・
納
屋
・
倉
庫
の
み
の
解
体

で
は
な
い
こ
と

⑥ 

補
助
金
申
請
時
お
お
む
ね
１
年
以

上
居
住
し
て
い
な
い
こ
と

⑦ 

申
請
時
に
築
40
年
以
上
経
過
し
て

い
る
こ
と

申
請
者　

個
人
の
家
屋
等
の
所
有
者

で
、町
税
お
よ
び
使
用
料
等
を
滞
納

し
て
い
な
い
方

補
助
金
額

　
解
体
・
撤
去
に
か
か
る
廃
棄
物
処

理
費
用
全
額（
上
限
50
万
円
ま
で
）

※
お
一
人
に
つ
き
１
回
限
り

提
出
書
類

　

申
請
に
際
し
て
は
、

事
前
に
直
接
、総
務
政
策
課
企
画
政

策
班（
役
場
別
館
２
階
）ま
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

■
申
請
時

補
助
金
交
付
申
請
書
、見
積
書
等
、

固
定
資
産
税
土
地
・
家
屋
課
税
台

帳
兼
名
寄
帳（
税
務
課
で
入
手
で

き
ま
す
）、位
置
図
お
よ
び
現
況
写

真
、そ
の
他
町
長
が
必
要
と
認
め

る
も
の

■
完
了
時

完
了
報
告
書
、産
業
廃
棄
物
業
者

の
請
求
書
・
領
収
書
、産
業
廃
棄

物
管
理
票（
Ａ
票
）の
コ
ピ
ー
、写

真
、そ
の
他
町
長
が
必
要
と
認
め

る
も
の

事
業
年
度

　

平
成
28
年
度

 

～
平
成
30
年
度
の
３
か
年

　

詳
し
く
は
、総
務
政
策
課（
☎
６
３･

２
０
５
１
）ま
で
。

　

５
月
16
日（
月
）、人
権
相
談
・
行

政
相
談
・
心
配
ご
と
相
談
の
合
同
相

談
所
を
、日
高
町
保
健
福
祉
総
合
セ

ン
タ
ー
２
階
会
議
室
で
午
後
１
時
か

ら
４
時
ま
で
開
設
し
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

相
談
員
は
、社
会
福
祉
協
議
会

会
長
・
副
会
長
、民
生
児
童
委
員
、

人
権
擁
護
委
員
、行
政
相
談
委
員

の
方
々
で
す
。

　

詳
し
く
は
、日
高
町
社
会
福
祉

協
議
会（
☎
６
３
・
２
７
５
１
）ま

で
。

人
権
相
談
・
行
政
相
談
・

心
配
ご
と
相
談
合
同

相
談
所
開
設
の
お
知
ら
せ
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「
近
所
で
ご
み
を
燃
や
し
て
い
て
、

煙
で
困
っ
て
い
る
」、「
ご
み
の
焼
却

で
灰
や
燃
え
か
す
が
、田
ん
ぼ
に

入
っ
て
困
る
」な
ど
の
苦
情
が
多
く

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ド
ラ
ム
缶
・
ブ
ロ
ッ
ク
囲
い
・
素

ぼ
り
の
穴
を
利
用
し
た
も
の
や
、法

で
定
め
ら
れ
た
構
造
基
準
を
満
た
し

て
い
な
い
焼
却
炉
な
ど
に
よ
る
焼
却

は
、法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

家
庭
ご
み
は
焼
却
せ
ず
に
、決
め

ら
れ
た
収
集
日
に
分
別
し
て
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

農
林
漁
業
を
営
む
た
め
の
や
む
を

得
な
い
焼
却
な
ど
は
、法
律
で
例
外

的
に
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、焼
却

量
や
時
間
帯
、風
向
き
な
ど
を
考
慮

し
ま
し
ょ
う
。

野
焼
き
は
法
律
で

�

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す お問い合わせは、

（☎63・3800）まで。

住民福祉課
お知らせ

～
日
本
経
済
の
未
来
は
、

 

あ
な
た
の
調
査
票
か
ら
～

● 

平
成
28
年
６
月
に
実
施
す
る
経
済

セ
ン
サ
ス
‐
活
動
調
査
は
、全
国

す
べ
て
の
事
業
所
・
企
業
を
対
象

に
、全
産
業
分
野
に
つ
い
て
売
上

（
収
入
）金
額
や
費
用
な
ど
の
経
理

項
目
を
同
一
時
点
で
網
羅
的
に
把

握
す
る
我
が
国
唯
一
の
調
査
で

す
。

● 

調
査
の
結
果
は
、国
の
各
種
行
政

施
策
を
は
じ
め
、地
域
の
産
業
振

興
や
商
店
街
の
活
性
化
な
ど
の
地

域
行
政
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
し

て
利
活
用
さ
れ
ま
す
。

● 

支
社
な
ど
が
な
い
事
業
所
に
は
、

調
査
員
が
直
接
伺
い
、調
査
票
を

お
配
り
し
ま
す
。

● 

支
社
な
ど
が
あ
る
企
業
等
に
は
、国

が
本
社
な
ど
に
傘
下
の
支
社
分
の

調
査
票
を
ま
と
め
て
郵
送
し
ま
す
。

● 

調
査
票
は
平
成
28
年
５
月
末
ま
で

に
お
届
け
し
ま
す
。

ぜ
ひ
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

経
済
セ
ン
サ
ス

�
活
動
調
査
を
実
施
し
ま
す

◆�

調
査
の
趣
旨
・
必
要
性
を
ご
理
解
い

た
だ
き
、ご
回
答
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

◆�

お
問
い
合
せ
先　

総
務
政
策
課
統

計
係（
☎
６
３･

２
０
５
１
）

総務省･経済産業省･和歌山県･日高町

経済センサス-活動調査につい
ては、キャンペーンサイトを
ご覧ください。

http://www.e-census2016.stat.go.jp/

平成28年

6月1日

「信書」の送達について
　「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思
を表示し、または事実を通知する文書」のことをい
います（郵便法および信書便法）。
　具体的には、はがきや手紙のほか、請求書や契約
書、招待状、証明書、一部のダイレクトメールなど
も、特定の受取人に対し内容を伝えるために送付す
る場合は「信書」に該当します。
　信書の送達は、国民のみなさまの基本的通信手段
であり、憲法が保障する通信の秘密を保護する必要
があることから、信書についての秘密を侵すことは

禁止されており、他人の信書の送達の事業は、日本
郵便株式会社および総務大臣の許可を受けた信書
郵便事業者のみが行うことができます。
　これらの事業者以外の者が信書を送達すること
（運送営業者等が他人の為に信書の送達をすること
や他人の信書の送達を業としてすること）も、これら
の運送営業者等や他人の信書の送達を委託すること
も法律で禁じられていますので、ご注意ください。

　なお、信書制度および信書便制度の詳細について
は、総務省郵政行政部のホームページ（http://www.
soumu.go.jp/yusei/index.html）をご覧ください。

経済センサス2016 検索


